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よどがわ便り
 

６月から東大阪の事業者さん合流 

 

先の総会の事業計画(案)でも上程して承認を頂いた『完全支部合

併』に関しまして、先ず６月からは東大阪の事業者さんのチケッ

ト等の換金を淀川事務所で行うことになります。 

６月分の組合費は東大阪事務所で集金し、６月いっぱいでの事務

所の閉鎖に伴う費用にあてる事になります。 

７月からは事務所も淀川だけで東大阪の事業者さんのすべての事

務作業を請け負うこととなり、そこで初めて完全合併が完了した

と言えると思います。 

６月からは事務所で東大阪の事業者さんと会う機会があると思い

ますが、仲良くして頂いて知らないことがあれば教えてあげて下

さるよう、よろしくお願いします。 

 

 

☚ スマホなどで閲覧する掲示板サイト

の QR コードです 
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東大阪の皆様、ようこそ淀川事務所へ 

 

淀川事務所は『全大阪個人タクシー協同組合』の支部ですが、 

『淀川個人タクシー組合』という任意団体でもあります。 

したがって電話の応対も『淀川個人タクシー組合』と名乗ります

ので、最初は違和感があるかと思いますが、全大阪の支部として

は『東大阪淀川支部』ですので混同されないようお願い致しま

す。 

まずは領収書の連絡先が東大阪の事務所になっている方は淀川事

務所の住所と電話番号に変更して下さい。 

淀川事務所   〒533-0033  

        大阪市東淀川区東中島 2丁目 9-15-406 

        TEL 06-6329-0070 

チケットの換金は、基本的には口座への入金とし現金の持ち帰り

は極力避けるようお願いします。（通帳預かりがまだの方を除

く）ただし現金持ち帰りは 16時までにお願いします。（入金処

理の場合は 16時半まで） 

この『よどがわ便り』とは別にスマホなどで連絡事項や組合費な

どを閲覧できるサイトがありますのでご参照ください。 

表紙に QR コードを載せていますので読み込んで頂けますようお

願い致します。 

慣れるまでは何かと戸惑いなどあるかと思いますが、事務員さん

はじめ理事や他の組合員さんにもわからないことは遠慮せずに聞

いてください。 
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事務局からのお願い 

 

組合員の皆様におきましては、いつも事務局へのご理解

とご協力を賜りまして感謝申し上げます。 

 

毎月、組合費の支払いに関しましては口座振替を推奨しておりま

す。一部直接支払われている方もいらっしゃいますが事務作業円

滑化のために是非とも口座振替に切り替えて頂きたく存じます。 

 

つきましては現在、口座振替されている方の中にごく一部の方が

指定日に残高不足で引き落されない方が見受けられます。口座振

替の手数料は組合が負担していますが、これが無駄になると同時

に再振替をかけると再び手数料が発生します。振替日と金額を事

前にお知らせしているにも関わらず引き落しが出来ない方に関し

ては、2度目の口座振替の手数料と事務作業費も含めて３００円

を自己負担とさせて頂きますので宜しくお願い致します。 

 

また、GO・DiDi・PayPayのアプリ決済分に関しては、翌月に本部

よりデータが届いてから、それぞれの事業者さんへ振込するので

すが、その振込のタイミングがバラバラで皆様にご迷惑おかけし

ていました。 

したがって振込日を決めた方が良いという事になり、3つのアプ

リ決済に関しましては、次ページの振込日に決めましたので宜し

くお願い致します。 
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GO・DiDi・PayPay のアプリ決済分の振込日 

毎月 25 日に前月分を振込 

（休日の場合は直前の営業日） 

 

 

淀川左岸線万博ｱｸｾｽﾙｰﾄ通行について 

 

阪神高速の淀川左岸線 2期工事区間は万博専用道路の

為、その他の目的で使用する事が禁止になりました。 

その他の目的での使用が複数回確認された場合は、該当

車の登録が取り消されますので、絶対に万博以外の目的

で使用しないで下さい。 

 

淀川左岸線 2期工事区間において、ゲートバーに衝突する事故が

多発しています。 

ゲートバーは ETC ゲートのように時速 20km以下で開くものでは

ないので必ずバーの手前で完全に停止して下さい。 

事故が発生した場合、該当事業者の登録が取り消されます。 

また事故が続くと個人タクシー全体の登録が取り消される可能性

がありますので、くれぐれもご注意ください。 
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新しい事務員さんが入りました 

5 月 1 日からまた一人新しいパートさんが入られました。大寺 綾

子（おおてら あやこ）さんで、フルタイムで来て頂きます。入

ったばかりなので、チケットの換金などに時間がかかるとは思い

ますが、長い目でみて優しく接して下さいね。『組合員番号』と

『入金 or換金』を最初に自己申告するなど協力をよろしくお願い

します。 

尾﨑充徳氏、事務局長に 

報告が遅くなりましたが、4 月 10 日付で事務員の尾﨑充徳氏を事

務局長に任命致しました。約 25年に渡り淀川組合の屋台骨として

事務所を支えてきて下さいました。パート事務員が 4 名に増え、

更なるリーダーシップとスキルが必要になるため、事務局長に任

命し基本給の昇給と局長手当を追加いたしました。組合員一同頼

りにしていますので、ますます頑張って頂きます事を願いつつ今

後ともよろしくお願い致します。 

 

新しい支部ステッカーを作りました 

完全支部合併の完了を見越して、新しい支部ステッカーを作りま

した。東大阪淀川支部として一つになったという一体感を高める

ために 6月中に皆様にお配りしますので、新しいステッカーに張

り替えて下さい。なお、行灯の支部ステッカーは今後『全大阪』

になりますので、併せて配ります。 
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病気見舞いと慶弔費について 

 

病気見舞いと慶弔費については、当該事項が発生したら速やかに

ご連絡下さい。発生から 60日を経過したときは効力を失います。 

なお、東大阪との完全合併は 7 月で完了になるため、慶弔費の金

額も７月より変わります。金額は総会の議案書にも掲載しており

ますが、改めて来月のよどがわ便りにてお知らせします。 

 

本人の 

病気・けが 

連続 11日以上の入院 

もしくは 

連続 1 ヶ月以上の自宅療養 

500 円 

 ×他の組合員 

祝儀 本人の結婚 

本人または配偶者の出産 

子供の結婚 

500 円 

 ×他の組合員 

250 円 

×他の組合員 

近親者の不幸 本人の子供、両親、 

配偶者が死亡 

組合より供花 1基 

500 円 

×他の組合員 
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廃業されました 

4月 19日付で箕野 博司さんが譲渡廃業されまし

た。箕野さんは約 15年の在籍されていました。 

これからは第二の人生をのんびり楽しくお過ごし

ください。長い間お疲れ様でした。 

 

承認式 

5月 29日(木)に平林 稚俊(ヒラバヤシ マサトシ)さん(59 歳)の

承認式を行いました。 

平林さんは上記の箕野さんからの譲渡にて、晴れ

て念願の個人タクシーライフを踏み出されまし

た。また本組合の一員としてご活躍を期待してお

ります。健康に留意してお仕事頑張って下さい。 

 

街頭指導 

南地合同街頭指導 6月 6日(金) 午後 10時から午後 11時 

北新地合同街頭指導 6 月 18日(水) 午後 10 時から午後 11 時 

 

無料法律相談会 

相談希望者は支部又は本部へ 6月 12 日(木)までにご連絡下さ

い。 

日時：6月 17日(火)  午後 1 時から 要予約 
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六月度安全運動目標 

信号無視は事故のもと 

老人、子供は赤信号 

全大阪個人タクシー交通共済協同組合 

歩こう会(淀川同好会)のご案内 

日時    令和 7年 6月 8日(日) 

行先    神戸森林植物園   

集合場所  阪急梅田駅 神戸線特急乗場ホーム集合 

集合時間  午前 8時 30 分 

持ち物   弁当、水筒、タオル、着替え等 

交通費・拝観料他 実費   雨天中止 

健脚コース 阪急梅田駅～三宮駅～地下鉄谷上駅～山田道(徒歩) 

～①森林植物園（食事・休憩）～(バス)～北鈴蘭台駅～帰阪 

～②森林植物園～(徒歩)～ﾄｩｴﾝﾃｨｸﾛｽ～新神戸駅～帰阪 

 

らくちんコース  阪急梅田駅～三宮駅～地下鉄北鈴蘭台駅～

(バス)～森林植物園～北鈴蘭台駅～帰阪 

 

当日リーダー 牟田 祐典  090-2010-4999 

 

サブリーダー 辻野 義一  090-3679-2700 


